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９
月
６
日
㈮
か
ら
８
日
㈰
ま

で
の
３
日
間
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自
転
車
ロ
ー
ド

レ
ー
ス
大
会「
第
５
回
全
日
本

ス
テ
ー
ジ
・
レ
ー
ス
ｉ
ｎ
い
わ

て
」が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
大
会
は
、
安
比
高
原
や
岩
手

山
焼
走
り
国
際
交
流
村
周
辺
の

公
道
を
コ
ー
ス
と
し
ま
す
。
大

会
期
間
中
は
、
左
に
示
す
時
間

帯
で
、
コ
ー
ス
や
そ
の
周
辺
に

交
通
規
制
が
敷
か
れ
ま
す
の

で
、
ご
協
力
願
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
岩
手
県
バ
イ
コ

ロ
ジ
ー
を
す
す
め
る
会
・
佐
々

木（
☎
０
９
０
・
３
１
２
７
・

４
０
６
２
）ま
で
。

　９月27日㈮に実施する不動産公売につ
いて、７月18日発行の広報はちまんたい
（No.177）でお知らせしていますが、公売を
行う不動産を次のとおり追加します。
■公売日時　９月27日㈮、午前10時から
（受け付けは９時40分から）
■公売会場　市役所３階大会議室
■公売方法　入札方式
■公売財産など　右の表のとおり（現地説
明会は行いません）
■売却決定日時　10月４日㈮、午前10時
■参加資格　農地法第３条に規定する所有
者としての資格を有する方
　詳しくは、８月22日㈭から全戸回覧さ
れる公売についての文書を確認されるか、
または税務課収納整理係（☎・内線1252、
1253）まで。

■公売財産など
番号 所　在　地 地　目 地積（平方㍍） 筆数
１ 野駄23地割内 田 2,036 ４
２ 大更第38地割内 田　 5,941 ３
３ 大更第13地割内 田 4,546 ２
４ 大更第15地割内 畑・田 9,220 ３
５ 田 2,458 ２
６ 大更第16地割内 田 3,502 ４

不動産の公売を
追加実施します

公売参加に
必要なもの

❶印鑑（個人の場合、参加者本人のもの。法人の場合、
代表者印）、❷公売保証金、❸買受適格証明書、❹委
任状（代理人が入札する場合、必要です）

そ の 他

❶公売前に滞納市税が完納された場合は、公売を中止
します。

❷公売財産の詳しい内容は、市役所税務課で確認して
ください。

❸市農業委員会が発行する買受適格証明書が必要とな
ります。証明書の申請締め切りは、９月10日㈫です。

❹公売保証金は、受付時に現金で一括納付してください。
❺買受代金は、10月４日㈮の午後２時半までに一括納

付してください。
❻市税滞納者は、公売に参加できません。
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